
次のとおり一般競争入札に付します。

　日本下水道事業団

　契約職　東海総合事務所長

林　幹雄

１． 業務概要

（１） 業務名 令和8年度磐南浄化センター電力供給業務 

（２） 数量 入札説明書による。

（３） 業務場所 日本下水道事業団 東海総合事務所 磐田分室（磐南浄化センター内）

（４） 履行期間 令和8年4月1日 から まで

（５） その他

２． 競争参加資格

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

(6)

（７）

（８）

４． 入札手続等

（１） 担当部署

①

〒４３８-０２１５　静岡県磐田市小中瀬９５６－１

日本下水道事業団　東海総合事務所　磐田分室（磐南浄化センター内）

電話 ０５３８-６６-７４１２ FAX ０５３８-６６-７４１１

②

〒４６１-００２５　愛知県名古屋市東区徳川１丁目１５番３０号

日本下水道事業団　東海総合事務所　総務・協定課

電話 ０５２-８８６-０３０１ FAX ０５２-８８６-０３０５

競争参加資格確認申請書の受付及び競争参加資格の確認及び競争参加資格確認資料に関する
こと。

入札執行及び契約締結に関すること。

供給期間の開始日までに電気供給の体制を整備できる者で、かつ供給期間の間に安定して電気を供給す
ることができる者であること。

事業団から「物品購入契約等に係る指名基準の明確化等について（平成１１年２月２４ 日付総会発第８６
号。）に基づき指名停止を受けている期間中でないこと。

　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

　前年度の二酸化炭素排出係数(調整後排出実績)が0.45kg-CO2/kWh以下であること。

物品購入等競争参加者の選定等に関する達（平成７年１２月４日付達第２３号。以下「達」という。）第２条第
１号から第６号までの規定に該当しない者であること。

日本下水道事業団（以下「事業団」という。）において、達に基づく一般競争参加資格の認定（業種区分の
「１．物品等の製造（卸売・小売）又は製造１－（リ）その他」においてA等級またはB等級を受けていること（会
社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平
成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、理
事長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

入札公告時において当該資格の認定を受けていない者については、開札の時において、当該資格の認定
を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていること。

会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者（（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

　小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けている者であること。

入札公告

令和8年1月28日

令和9年3月31日

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する
額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）
をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ
と。

本業務に係る競争に参加するのに必要な資格を有する者とは、次に掲げる条件を全て満足し、かつ、契約職に
よる本業務に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。



（２） 入札説明書の交付期間、場所及び方法

①期間

②場所 日本下水道事業団ホームページ又は上記３．（１）に同じ。

③方法 交付費用は無料とする。

（３） 競争参加資格確認申請書の提出期間等

①期間

②場所 上記３．（１）①に同じ。

③方法

（４） 入札方法並びに入札の日時及び場所

①日時 14時30分

②場所 日本下水道事業団 東海総合事務所

③方法 入札書は持参すること。郵送及びファックスによるものは受け付けない。

（５） 入札執行回数

入札執行回数は、２回とする。

（６） 契約締結日及び履行期間は 令和8年4月1日 からとする。

５． その他

（１） 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

（２） 入札保証金及び契約保証金 免除

（３） 入札の無効

（４） 落札者の決定方法

（５） 契約書作成の要否 要

（６） 関連情報を入手するための照会窓口 上記３．（１）①、②に同じ。

（７） 詳細 入札説明書による。

（８） 令和８年４月１日付で、契約職名・組織名称等が変更になった場合は、新名称に読み替えて契約手続きを行
うものとする。

令和8年2月25日(水)

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及
び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者と
なるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある
と認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し
く不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価
格をもって入札した者を落札者とすることがある。

提出場所へ持参又は郵送により提出することとし、ファックスによるものは受け付けな
い。郵送等による場合は、提出期日の前日（その日が土曜日、日曜日又は祝日の場合
はその前日）までの消印があるものを有効とする。

ただし、4月1日までに令和8年度の日本下水道事業団予算が国土交通大臣の認可を受けることができなかっ
た場合は、契約締結日は、認可を受けた日とする。

令和8年1月28日(水)から令和8年2月12日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎
日、10時00分から12時00分まで及び13時00分から16時00分まで。

令和8年1月28日(水)から令和8年2月12日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎
日、10時00分から12時00分まで及び13時00分から16時00分まで。



１． 公告日

２． 契約職等 日本下水道事業団　契約職　東海総合事務所長　林　幹雄

愛知県名古屋市東区徳川１丁目１５番３０号

３． 業務概要

（１） 業務名 令和8年度磐南浄化センター電力供給業務 

（２） 業務場所 日本下水道事業団 東海総合事務所 磐田分室（磐南浄化センター内）

（３） 業務内容

（４） 履行期間 令和8年4月1日 から まで

（５） その他

４． 競争参加資格

（１）

（２）

（３）

（４） 　小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けている者であること。  

（５）

(6)

（7）

（8）

①資本関係

　以下のいずれかに該当する二者の場合。

１） 親会社と子会社の関係にある場合

２） 親会社と同じくする子会社同士の関係にある場合

②人的関係

　以下のいずれかに該当する二者の場合。

１） 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合

２） 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

　 その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

　入札公告時において当該資格の認定を受けていない者については、開札の時において、当該資格の認
定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていること。

事業団から「物品購入契約等に係る指名基準の明確化等について（平成１１年２月２４ 日付総会発第８６
号。）に基づき指名停止を受けている期間中でないこと。

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当す
る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金
額）をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者
であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記
載すること。

入札説明書
日本下水道事業団（以下「事業団」という。）による令和8年度磐南浄化センター電力供給業務 に係る入札公告（役

務業務）に基づく一般競争入札等の手続きについては、関係規定に定めるもののほか、この入札説明書によるものと
する。

令和8年1月28日

本業務は、磐南浄化センターへの電力供給業務に係る業務である。

令和9年3月31日

本業務に係る競争に参加するのに必要な資格を有する者とは、次に掲げる条件を全て満足し、かつ、契約職に
よる本業務に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。

物品購入等競争参加者の選定等に関する達（平成７年１２月４日付達第２３号。以下「達」という。）第２条第
１号から第６号までの規定に該当しない者であること。

日本下水道事業団（以下「事業団」という。）において、達に基づく一般競争参加資格の認定（業種区分の
「１．物品等の製造（卸売・小売）又は製造１－（リ）その他」においてA等級またはB等級を受けていること（会
社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平
成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、
理事長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者（（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

　前年度の二酸化炭素排出係数(調整後排出実績)が0.45kg-CO2/kWh以下であること。

　入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

供給期間の開始日までに電気供給の体制を整備できる者で、かつ供給期間の間に安定して電気を供給
することができる者であること。



５． 担当部署

①

〒４３８-０２１５　静岡県磐田市小中瀬９５６－１

日本下水道事業団　東海総合事務所　磐田分室（磐南浄化センター内）

電話 ０５３８-６６-７４１２ FAX ０５３８-６６-７４１１

②

〒４６１-００２５　愛知県名古屋市東区徳川１丁目１５番３０号

日本下水道事業団　東海総合事務所　総務・協定課

電話 ０５２-８８６-０３０１ FAX ０５２-８８６-０３０５

６． 競争参加資格の確認等

（１）

①期間

②場所 ５．①に同じ。

③方法

（２） 申請書は、別記様式１により作成すること。

（３） 資料は次に従い作成すること。

①登録小売電気事業者

登録小売電気事業者であることを証明する書類（登録通知書の写し等）。 

②電気供給体制の確認

下記を記載した書類（様式自由）。

・電気の調達方法

・契約実績（官公庁又は下水道施設等）

・販売電力量実績。

③二酸化炭素排出係数の確認

前年度の二酸化炭素排出係数を示す書類

（４） 競争参加資格の確認の結果は までに通知する。

（５） その他

①申請書および資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

 ②契約職は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

③提出された申請書及び資料は、返却しない。

④提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。

⑤本入札説明書を申請書及び資料の作成以外の目的で使用してはならない。

⑥申請書及び資料に関する問い合わせ先５．に同じ。

入札執行及び契約締結に関すること。

競争参加資格確認申請書の受付及び競争参加資格の確認及び競争参加資格確認資料に関す
ること。

本競争の参加希望者は、４．に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書および
資料を提出し、契約職から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

令和8年1月28日(水)から令和8年2月12日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除
く毎日、10時00分から12時00分まで及び13時00分から16時00分まで。

提出場所へ持参又は郵送等により提出することとし、ファックスによるものは受け付け
ない。郵送等による場合は、提出期日の前日（その日が土曜日、日曜日又は祝日の
場合はその前日）までの消印があるものを有効とする。

令和8年2月17日(火)



７． 競争参加資格がないと認められた者に対する理由の説明

（１）

①期限

②場所 ５．①に同じ。

③方法

（２）

８． 入札説明書に対する質問

（１）

①期間

②場所 ５．に同じ。
③方法

（２） (１)の質問に対する回答書は、次のとおり掲示する。 

①期間 令和8年2月19日(木)から令和8年2月24日(火)まで
②場所 日本下水道事業団　東海総合事務所

９． 入札の日時及び場所

（１） 日時： 14時30分

（２） 場所： 日本下水道事業団 東海総合事務所

１０． 入札方法等

（１）

（２）

（３）

（４）

（５） 落札者の決定方法

（６） 入札執行回数は、２回とする。

（７） 停止条件

（８） 契約締結日及び履行期間は 令和8年4月1日 からとする。

提出場所へ持参又は郵送により提出することとし、ファックスによるものは受け付けな
い。

令和8年2月25日(水)

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金
額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするの
で、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額
の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

競争参加資格がないと認められた者は、契約職に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に
従い、書面（様式は自由）により説明を求めることができる。

令和8年2月24日(火)　16時00分

提出場所へ持参又は郵送により提出することとし、ファックスによるものは受け付けな
い。

契約職は、説明を求められたときは、令和8年2月26日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答す
る。

燃料費調整制度等による燃料費の変動に伴う料金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達
に関する特別措置法に基づく賦課金については、受注後の電気料金の請求の際にこれらが含まれる場合
においても入札金額の算定においてはこれらを含めないものとする。

入札書(別紙様式第１)は及び入札金額算定書（別紙様式第２）は持参すること。郵送及びファックスによるも
のは受け付けない。なお、入札金額算定書（別紙様式第２）は料金構成を指定するものではない。この様式
を参考にし、料金構成、料金単価及び計算式が明確となるように作成すること。

この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により提出すること。

令和8年1月29日(木)から令和8年2月18日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除
く毎日、午前10時から午前12時まで及び午後1時から午後4時まで。

力率は午前8時から午後10時までの時間における平均力率とし、力率割引・力率割増がある場合は、各月の
力率は100%として計算する。

入札金額の算定にあたり用いた料金構成、料金単価及び計算式（端数処理を含む）については、落札決定
後も適用する。

この入札による契約は、磐田市と日本下水道事業団との磐南浄化センター維持管理業務委託に関する協
定の締結を要することから、開札の日において協定が締結されていない場合は、入札を取り止め又は開札を
延期する。この場合、日本下水道事業団は一切の損害賠償の責を負わないものとする。

ただし、4月1日までに令和8年度の日本下水道事業団予算が国土交通大臣の認可を受けることができな
かった場合は、契約締結日は、認可を受けた日とする。



１１． 入札保証金及び契約保証金 免除

１２． 開札

１３． 入札の無効

１４． 落札者の決定方法

１５． 契約書作成の要否等

契約書を作成するものとする。

１６． 支払条件 前払金　なし　業務完了後支払いを行う。

１７． 再苦情申立て

（１）

（２） 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間

①窓口受付： ５．①に同じ。

②受付時間：

１８． 関連情報を入手するための紹介窓口

５．①、②に同じ。

１９． その他

（１） 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

（２） 入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、遵守すること。

（３） 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、本契約の解除及び指名停止を行うことがある。

（４） 令和８年４月１日付で、契約職名・組織名称等が変更になった場合は、新名称に読み替えて契約手続きを
行うものとする。

入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。ただし、入札者又はその代理人が開札に立
ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。

４．に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並び
に現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の
入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、契約職により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札の時において指名停止を受け
ているものその他開札の時において４.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者と
なるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある
と認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著
しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低
の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

契約職からの競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明に不服がある者は、契約職からの回答を
受け取った日の翌日から起算して７日（休日を除く。）以内に、書面（様式は自由。ただし、代表者等の記名
押印を要する。）により、理事長に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについ
ては日本下水道事業団入札監視委員会が審議を行う。

土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、10時00分から12時
00分まで及び13時00分から16時00分まで。



（目的）
第１条

（入札の手続等）
第２条

２

３

４
５

６

７

（公正な入札の確保）
第３条

２

３

（入札の取りやめ等）
第４条

（入札書の取り扱い）
第５条

入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入
札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札金額を定めな
ければならない。

入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に
執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させ
ず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

提出された入札書は、開封前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し
若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得
た場合には、入札書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

日本下水道事業団物品購入等一般競争契約入札心得

日本下水道事業団（以下「事業団という。」）が発注する物品の購入契約、製造契
約、売払契約、その他の契約（工事の請負、建設コンサルタント業務及び地質調査
業務に係る契約を除く。）に係る一般競争を行う場合における入札その他の取扱い
については、この心得の定めるところによるものとする。

競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、仕様書、図面、契
約書案及び現場等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、仕様
書、図面及び契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めること
ができる。

入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者
であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入
札書（別記様式第１）に記載するものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書
に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該
金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落
札価格とする。

入札書は、封かんの上入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻ま
でに入札箱に投入しなければならない。

　入札開始時刻までに出席しなかった入札参加者は、入札に参加できない。
　入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければ
ならない。

　入札参加者は、入札書を入札箱に投入した後は、引換え、変更又は取消しをす
ることができない。

 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札金額を意図的に開
示してはならない。

入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年
法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。

入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の
代理をすることができない。



（入札の無効）
第６条

一
二
三
四
五
六
七
八
九

十

（開札）
第７条

２

（落札者の決定）
第８条

２

（再度入札）
第９条

２

（同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定）
第１０条

２

（契約書の提出）
第１１条

２

（異義の申立）
第１２条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等につい

ての不明を理由として異義を申し立てることができない。

有効な入札をした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入
札した者を落札者とする。ただし、予定価格が１，０００万円を超える製造その他の
請負契約において、その入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適
合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結
することが公正な取引の秩序を乱すこととなることがあって著しく不適当であると認
められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって
入札した者を落札者とすることがある。

開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入
札がないときは、直ちに再度の入札を行う。

落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札を
した者にくじを引かせて落札者を定める。

　再度の入札回数は、原則として１回とする。

　次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
　入札に参加することができない者がした入札
　委任状を入札前までに提出していない代理人の入札
　記名押印を欠く入札
　入札金額を記載していない入札

　その他の入札に関する条件に違反した入札

　入札者は、やむを得ない場合を除き、開札に立ち会わなければならない。

　落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、そ
の効力を失う。

同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者
の入札

前項の場合において、当該入札をした者に、くじを引かない者があるときは、その
者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

落札者は、契約書の案に記名押印し、落札決定の日から７日以内に、これを事業
団に提出しなければならない。ただし、事業団の書面による承諾を得て、この期間
を延長することができる。

　前項ただし書きに該当する入札を行った者は、事業団の行う調査に協力しなけれ
ばならない。

　開札は、入札終了後、直ちに、入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金
額を公表して行う。

　入札金額を訂正した入札
　入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札
　２通以上の入札書をもってした入札
　明らかに連合によると認められる入札



契約職　　　東海総合事務所長

　　　　林　幹雄 殿

住所

会社名

代表者氏名 印

１ ＪＳにおける一般競争入札参加資格（業種区分）

２ 入札説明書に定める確認書類（提出を求めた場合のみ）

・同種又は類似の業務の履行実績

・配置予定業務管理責任者の資格及び経験 

３ 申請書及びに資料に関する問合せ先申請書及び資料に関する問合せ先

担当者氏名 ：

担当部署 ：

電話番号 ：

FAX番号 ：

一般競争参加資格確認申請書

　令和8年1月28日付けで入札公告のありました、（令和8年度磐南浄化センター電力供給業務 ）に係る一般競

争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

　なお、添付書類の内容については事実と相違ないこと及び同公告２．（７）（資本的・人的関係）に該当しないこ

とを誓約します。

記

別記様式　１

日本下水道事業団

令和　　　　　年　　　　月　　　　日

業種区分 等級

１－（リ）



別紙様式第１

（件名）

令和　　　　　年　　　　月　　　　日

代表者
印

　　　　　　　日本下水道事業団
契約職　　東海総合事務所長　　　林　幹雄　　殿

（注） １． 入札金額は、アラビア数字で記載すること。
２． 用紙の大きさは日本工業規A４判縦とする。

所 在 地

会 社 名

代 表 者 名

入　　　　札　　　　書

￥

令和8年度磐南浄化センター電力供給業務

　日本下水道事業団物品購入等一般競争契約入札心得及び現場説明書等を承諾の上入札します。



別紙様式第２　　入 札 金 額 算 定 書 

kW

248,000 280,000

231,000 316,000

267,000 271,000

136,000 276,000 143,000

128,000 283,000 134,000

122,000 280,000 127,000

251,000 255,000

212,000 255,000

238,000 293,000

238,000 310,000

219,000 260,000

253,000 284,000

⑯税抜金額（⑮×100/110）：

(※1) 力率は午前8時から午後10時までの時間における平均力率とし、力率割引・力率割増がある場合は、各月の力率は100%として計算する。

(※2) 時間帯区分は中部電力（株）が定める規定等による。

(※3) 入札者固有の割引制度がある場合はその割引制度の内容（計算式等）を入札金額算定書に明記または別途提出すること。

(※4) 入札金額には、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。

(※5) 入札金額の算定の過程において、1円未満の金額が生じた場合は、入札者が実際の請求時に適用する端数処理を行い、その端数処理方法を入札金額算定書に明記すること。

ただし、⑯の税抜金額の計算方法は、入札者の実際の請求における端数処理方法に関わらず、⑮の合計金額の110分の100に相当する金額（1円未満切捨）とする。

(※6) 入札者が実際の請求時に適用する料金構成が本書と異なる場合は、この様式を参考にし、料金構成及び計算式が明確となるように入札金額算定書を作成すること。

ただし、その場合においても※1,4,5は同様の条件とする。 

-

　合 計

-

404,000

479,000

6,310,000

537,000

2,543,000 3,363,000

531,000

548,000

2027

1 100

2 100

-

3

-

100

12 100

11 100

10 100 -

467,000-

9 100

100

7 100

-

528,000

[円]

2026

4 100 -

6 100 -

8

5 100

※3

⑦+⑨+⑪ ⑧+⑩+⑫ ⑥ + ⑬ - ⑭

⑥基本料金平均力率

 [kWh] [円] [円]

※1 ※1

合 計

⑩電力量料金 ⑪使用電力量 ⑫電力量料金 合 計 ⑬電力量料金

[円]

⑦使用電力量 ⑧電力量料金 ⑨使用電力量

円/kWh

⑮電気料金合計⑭固有割引額

年 月

昼間時間　※2 夜間時間　※2 重負荷時間　※2

[%]  [kWh] [円]  [kWh] [円]  [kWh] [円]

①×② ③×⑦ ④×⑨ ⑤×⑪

会社名：

①契約電力： 1,000 ②基本料金単価： 円/kW

電力量単価

③昼間時間単価： 円/kWh ④夜間時間単価： 円/kWh ⑤重負荷時間単価：

538,000

547,000

555,000

545,000

529,000

506,000



(例)

以上

令和 年　　　　月　　　　日

代表者
印

　　　　　　　日本下水道事業団日本下水道事業団
契約職　　東海総合事務所長　　　林　幹雄　　殿

【注】 １． 部 数 １部
２． 用 紙 日本工業規格A４判縦とする。
３． そ の 他 委任事項は明確に記入すること。

 　私は（所属・氏名）を代理人と定め、日本下水道事業団 契約職 東海総合事務所長 林　幹雄の発
注する、令和8年度磐南浄化センター電力供給業務 に関し、下記の権限を委任します。

所 在 地

会 社 名

代 表 者 名

代理人
使用印鑑

印

委任状

記

1 入札及び見積に係る一切の件


